
JP 2010-98761 A5 2010.6.17

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成22年6月17日(2010.6.17)

【公開番号】特開2010-98761(P2010-98761A)
【公開日】平成22年4月30日(2010.4.30)
【年通号数】公開・登録公報2010-017
【出願番号】特願2009-298115(P2009-298115)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｌ  12/56     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｌ  12/56    ２６０Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成22年4月9日(2010.4.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　双方向ネットワークのノードを有するマルチキャスティング装置であって、
　前記ノードは、別のネットワークから受信される要求に対応して、マルチキャストセッ
ション用の参加メッセージを前記双方向ネットワークに伝送するべく動作可能であり、該
参加メッセージはマルチキャストセッションの発信元アドレスを有し、前記ノードは、前
記双方向ネットワークから前記マルチキャストセッションにおいて受信したセッションデ
ータを変換し、該変換されたセッションデータを単方向にブロードキャストするべく動作
可能である、マルチキャスティング装置。
【請求項２】
　別のネットワークから受信される前記要求は、公衆陸上移動通信ネットワークを通じて
受信される、請求項１に記載のマルチキャスティング装置。
【請求項３】
　前記参加メッセージは、前記データをマルチキャストする段階を中止するための離脱メ
ッセージによって後続される、請求項１－２のいずれか１項に記載のマルチキャスティン
グ装置。
【請求項４】
　前記ノードは、単方向に伝送するべくマルチキャストセッションデータをカプセル化す
るエンキャプスレータを含む、請求項１－３のいずれか１項に記載のマルチキャスティン
グ装置。
【請求項５】
　ユーザ装置に対して単方向に送信するべく、双方向ネットワークを通じてリモード発信
元から受信したマルチキャストデータを変換するようカプセル化するエンキャプスレータ
、及び
　前記双方向ネットワークを介して前記発信元から前記エンキャプスレータに前記データ
をマルチキャストするべく、別のネットワークから受信される要求に対応して、マルチキ
ャストセッションの発信元アドレスを有する参加メッセージを前記双方向ネットワークに
送信するように前記エンキャプスレータを制御するべく動作可能なエンキャプスレータコ
ントローラと、
　を有するマルチキャスティング装置。
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【請求項６】
　前記参加メッセージは、既定の時点において送信されるようにスケジュールされる、請
求項５に記載のマルチキャスティング装置。
【請求項７】
　前記スケジュールされた時点は、前記発信元からのデータセッションの開始よりも先行
している、請求項６に記載のマルチキャスティング装置。
【請求項８】
　前記参加メッセージは、マルチキャストグループに対応したアドレスを含む、請求項５
－７のいずれか１項に記載のマルチキャスティング装置。
【請求項９】
　前記参加メッセージは、前記データを前記エンキャプスレータにマルチキャストする段
階を中止するための離脱メッセージによって後続される、請求項５－７のいずれか１項に
記載のマルチキャスティング装置。
【請求項１０】
　前記コントローラは、前記エンキャプスレータに送信されるべきデータセッションのス
ケジュールを判定し、且つ、前記スケジュールに対応した参加及び離脱メッセージを送信
するように前記エンキャプスレータに対して指示するべく動作可能である、請求項５－７
のいずれか１項に記載のマルチキャスティング装置。
【請求項１１】
　前記エンキャプスレータは、ＩＰパケットデータをＭＰＥＧトランスポートストリーム
パケット内にカプセル化するべく動作可能である、請求項５－７のいずれか１項に記載の
マルチキャスティング装置。
【請求項１２】
　前記エンキャプスレータは、ＩＰパケットデータを複数のセクションにカプセル化し、
前記セクションをバースト内に配列し、且つ、前記バーストの特性に対応したタイムスラ
イシング情報を提供するべく動作可能である、請求項５－７のいずれか１項に記載のマル
チキャスティング装置。
【請求項１３】
　前記エンキャプスレータは、前記カプセル化されたデータの帯域幅を制御するべく動作
可能であり、前記エンキャプスレータコントローラは、前記カプセル化されたデータに既
定の帯域幅を提供するように前記エンキャプスレータに対して指示するべく動作可能であ
る、請求項５－７のいずれか１項に記載のマルチキャスティング装置。
【請求項１４】
　前記エンキャプスレータは、前記データに対して暗号化及び認証プロセスを実行するべ
く動作可能である、請求項５－７のいずれか１項に記載のマルチキャスティング装置。
【請求項１５】
　前記エンキャプスレータは、サーバから異なるバージョンのデータを受信し、前記ユー
ザ装置に対して単方向に伝送するために前記データを共通バージョンに変換するべく動作
可能である、請求項５－７のいずれか１項に記載のマルチキャスティング装置。
【請求項１６】
　前記エンキャプスレータは、サーバから異なるバージョンのデータを受信し、前記デー
タのバージョンに応じたフォーマットで前記参加メッセージを送信するべく動作可能であ
る、請求項５－７のいずれか１項に記載のマルチキャスティング装置。
【請求項１７】
　前記ネットワーク及び前記発信元を含む、請求項５－７のいずれか１項に記載のマルチ
キャスティング装置。
【請求項１８】
　前記ネットワークは、前記参加メッセージに応答して、前記発信元から前記エンキャプ
スレータにデータが伝播するためのマルチキャストツリーを確立するべく動作可能な複数
のルータを含む、請求項１７に記載のマルチキャスティング装置。
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【請求項１９】
　ユーザ装置に対する伝送のために前記データをカプセル化するべく無線ネットワークの
個々の伝送サイトに配置された複数の前記エンキャプスレータを含む、請求項１７に記載
のマルチキャスティング装置。
【請求項２０】
　双方向ネットワーク内に接続されたノードを動作させることにより、別のネットワーク
から受信される要求に対応して、マルチキャストセッション用のマルチキャストセッショ
ンの発信元アドレスを有する参加メッセージを前記双方向ネットワークに伝送すると共に
、前記双方向ネットワークから前記マルチキャストセッションにおいて受信したブロード
キャストセッションデータを変換し、該変換されたセッションデータを単方向にブロード
キャストすることを有する、マルチキャスティング方法。
【請求項２１】
　別のネットワークから要求を受信することは、公衆陸上移動通信ネットワークから要求
を受信することを有する、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記参加メッセージは、前記データをマルチキャストする段階を中止するための離脱メ
ッセージによって後続される、請求項２０又は２１に記載の方法。
【請求項２３】
　単方向に伝送するために、前記ノードにおいて前記マルチキャストセッションデータを
カプセル化することを含む、請求項２０－２２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２４】
　エンキャプスレータを動作させることにより、ユーザ装置に対して単方向に送信するべ
く、ネットワークを通じてリモート発信元から受信したマルチキャストデータをカプセル
化すること、及び
　前記ネットワークを通じて前記発信元から前記エンキャプスレータに前記データをマル
チキャストするべく、別のネットワークから受信される要求に対応して、マルチキャスト
セッションの発信元アドレスを有する参加メッセージを前記ネットワークに送信するべく
前記エンキャプスレータを制御すること、
　を有するマルチキャスティング方法。
【請求項２５】
　前記発信元からのデータセッションを開始する前の既定の時点において送信されるよう
に前記参加メッセージをスケジュールすることを含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　マルチキャストグループに対応したアドレスデータを有する前記参加メッセージを提供
することを含む、請求項２４又は２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記データを前記エンキャプスレータにマルチキャストすることを中止するべく離脱メ
ッセージを送信することを含む、請求項２４又は２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記エンキャプスレータに送信されるべきデータセッションのスケジュールを判定し、
前記スケジュールに対応した参加及び離脱メッセージを送信するように前記エンキャプス
レータに対して指示することを含む、請求項２４又は２５に記載の方法。
【請求項２９】
　前記カプセル化されたデータに既定の帯域幅を提供するように前記エンキャプスレータ
に対して命令することを含む、請求項２４又は２５に記載の方法。
【請求項３０】
　前記データに対して暗号化及び認証プロセスを実行することを含む、請求項２４又は２
５に記載の方法。
【請求項３１】
　既定の帯域幅をセッションに対して割り当て、前記帯域幅を超過しないように前記伝送
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を制限することを含む、請求項２４又は２５に記載の方法。
【請求項３２】
　前記セッションの前記データは、異なる優先順位を有する複数のストリームから構成さ
れ、前記優先順位に応じて前記ストリームからデータをドロップすることを含む、請求項
３１に記載の方法。
【請求項３３】
　リモートサーバからエンキャプスレータにマルチキャストされ、カプセル化されたデー
タを前記エンキャプスレータから受信するべく動作可能な移動ユーザ装置用のプロキシマ
ルチキャストクライアントとして構成された前記エンキャプスレータを有するマルチキャ
スト装置。
【請求項３４】
　双方向ネットワークのノードを有するマルチキャスティング装置と通信状態にある移動
ユーザ装置であって、
　前記ノードは、別のネットワークから受信される要求に対応して、マルチキャストセッ
ション用の参加メッセージを前記双方向ネットワークに送信するべく動作可能であり、該
参加メッセージはマルチキャストセッションの発信元アドレスを有し、前記ノードは、前
記双方向ネットワークから前記マルチキャストセッション内において受信したセッション
データを単方向にブロードキャストするべく動作可能である、移動ユーザ装置。
【請求項３５】
　請求項１又は３又は５又は６又は７又は３３に記載のマルチキャスティング装置と通信
状態にある移動ハンドセット。
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